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特集　研究開発成果の社会実装

はじめに
　2050年カーボンニュートラルの実現に向け，
鉄道の脱炭素化に関する技術開発が進められて
います。鉄道システムでは，車両運行時のエネ
ルギー消費に伴うCO2排出量が大きな割合を
占めます。このため，電化区間では，供給電力
の再生可能エネルギーの主力電源化，非電化区
間では，脱化石燃料化，気動車の電動化などが
CO2削減のカギとなってくると考えています。
鉄道全体に占める非電化区間でのCO2排出量
は割合としては非常に小さいですが，カーボン
ニュートラルという目標に対しては排出量ゼロ
を目指す必要があります。気動車の脱化石燃料
化としてのバイオ燃料への転換，電動化として
は，蓄電池電車の導入，水素燃料電池鉄道車両

（以下，燃料電池電車）の導入などが考えられ
ます。このうち，燃料電池電車には，高圧の水
素ガスを車両に搭載する必要があります。日本
国内では，高圧の水素ガスは，高圧ガス保安法☞

や関連法規の規制を受けますが，鉄道システム
に合わせてこれらの法規制の見直しを行わない
と，燃料電池電車を営業線で走らすことが難し
いと考えられます。
　自動車では，過去に法規制などの見直しが行
われ，2014年頃に水素燃料電池自動車が市販

されました。燃料電池電車については，自動車
をお手本として，これらの法律や省令の見直し
が進められています。ここでは法規制の見直し
の動向を説明するとともに，国際規格について
も検討が行われているのでこの状況について紹
介します。

燃料電池電車
　燃料電池電車は，燃料電池が主な動力源です。
燃料電池は，電車に搭載した水素燃料と空気中
の酸素による化学反応から直接電気を取り出す
装置です。簡単に言うと水の電気分解の逆の反
応となります。このため，反応後に出てくる物
質は，H2Oすなわち水のみとなり，車両から
のCO2の排出はありません。図1に燃料電池電
車の特徴を示します。ディーゼル気動車に比べ
て，エネルギー変換効率が高い，可動部分が少
ないので振動や騒音が小さい，メンテナンスが
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☞ 高圧ガス保安法
　高圧ガスによる災害を防止し，公共の安全を確保
することを目的として制定されました。35℃で1MPa

（約10気圧）以上の圧縮ガスなどを高圧ガスと定義
しています。高圧ガスは取扱いを誤ると重大事故に
つながるため，製造，貯蔵や容器などを規制してい
ます。また，高圧ガス保安協会等による保安に関す
る自主的な活動の促進も定められています。



52025.5-6 Vol.82 No.3 

容易などの特徴があります。また，蓄電池電車
は，今のエネルギー密度の蓄電媒体では1回の
充電で走行できる距離に制約がありますが，燃
料電池電車は，水素のエネルギー密度が蓄電媒
体よりも高く，水素搭載量の増加に伴う質量増
加の割合が小さいため，中長距離の路線に向い
ています。
　CO2排出量に目を向けてみます。電化区間
の電車や蓄電池電車は，車両からはCO2を排
出しませんが，電力会社などで発電するときに
CO2を排出しています。また，燃料電池電車
においても，水素を作るときにCO2が排出さ
れます。このため，トータルでのCO2排出を
考えなくてはなりません。このトータルでの
CO2排出量を試算したのが図2です。燃料電池

水素燃料鉄道車両の社会実装に向けて

電車は車両からのCO2の排出がゼロであると
ともに，グリーン水素☞などを使うことにより
トータルで見たCO2排出量も化石燃料による
ディーゼル気動車に比べ少なくなることがわか
ります。
　水素ガスは非常に軽い分子であるため，大量
に車両に搭載しようとするとかさばります。そ

・内燃機関に比べ変換効率が高い

・一次エネルギー多様化

・排気ガスがクリーン
　車両からのCO2排出がない

・可動部分が少ない

・中長距離走行用途では蓄電池電車
　に比べ，エネルギー密度が高い
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図1　燃料電池電車の特徴

図2　CO2削減試算例 文献1より筆者作成

☞ グリーン水素，グレー水素
　水素に色がついているわけではなく，水素を何か
ら作っているかを示しています。グリーン水素は再生
可能エネルギーによる水電気分解などから水素が作
られているため，製造時のCO2の排出がきわめて少
ないという特徴があります。グレー水素はCO2の排
出が少ない天然ガスなどからの改質による水素です。
また，CO2貯留により水素製造時のCO2を削減した
水素をブルー水素と呼ぶこともあります。
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のため，高圧に圧縮して蓄えるな
どの工夫が必要です。現在検討し
ている車両では，35MPa（約350
気圧）や70MPa（約700気圧）と
いった非常に高い圧力に圧縮して
搭載しようとしています。このよ
うな高圧に耐えられる，軽量で丈
夫な水素タンクが必要となります

（図3）。単純に鉄などの金属でタ
ンクを作ってしまうと非常に重く
なってしまうため，強靭な炭素繊
維とプラスチックや軽金属などの
複合材料で作ったタンクが自動車
用に開発されています。燃料電池
電車においてもこのようなタンク
を搭載することを考えています。

国内の法規制状況
　日本では，高圧ガス保安法の定
義で35℃において，1MPa（約10
気圧）以上の圧力になるガスを高
圧ガスと呼んでいます。高圧ガス
を安全に使うために，取り扱いや
タンク（以降，容器と呼びます）
の構造などを省令などで細かく定
めています。高圧ガス保安法や関
連法規などでは，地上に設置した
設備を対象とした規定が多数ある
ため，自動車や電車などの移動体
に高圧ガスを搭載する場合にはこ
の規定と合わないことが生じます。
そこで，自動車においては，使用
実態に合わせて，安全を考慮した
うえで，法規制の見直しが段階的
に行われました（図4）。
　現在，鉄道総研やJR東日本で，
燃料電池試験電車による試験走行
を行っていますが，いずれも，特
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(1)燃料電池自動車開発当初

(2)燃料電池自動車（一次化前）

(3)燃料電池自動車（現在）

・試験電車のため，水素タンクは床下に搭載しています。
・本研究は国土交通省の鉄道技術開発費補助金を受けて実施しました。

図3　燃料電池電車の構造，水素タンクの搭載イメージ

図5　R291試験電車

図4　燃料電池自動車の法規制の変遷
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を検討して，リスク低減策や技術基準の提案
を行いました（図6）。この検討会の結果を元に，
国土交通省，経済産業省で，2025年4月，省
令の改正等が施行されました（図7）。
　なお，この検討会では，技術基準を提案する
にあたり，リスクアセスメントによる安全性検
証を行うなど，新たな試みが行われました。

別な許可などをとって，水素を試験電車に搭載
しています（図5）。営業線で使用する車両につ
いて，1両1両特別な許可をもらうことは現実
的でないため，2024年度から国土交通省を中
心に鉄道総研が事務局となり，有識者，関係省
庁，関係協会，鉄道事業者などで構成する安全
性検証検討会を開催し，燃料電池電車の安全性
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図6　リスク低減策（安全性検証検討会より） 文献2に筆者加筆

図7　高圧ガス保安法体系図
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高圧ガス設備等に係る基準
　高圧ガスの設備や容器は，欠陥などがあると
重大な事故につながるため，高圧ガス保安法で
規制が定められています。この規制に対し，経
済産業省では例示基準を定めており，例示基準
通りであれば法令に適合するものとして認めら
れます。
　鉄道用の水素容器やその附属品については，
例示基準がありませんでしたので，例示基準を
作る必要があります。図8に機能性基準への適
合性評価の流れを示します。例示基準になる元
の基準（技術指針と呼んでいます）を鉄道事業
者などの合意で作り，高圧ガス容器規格検討委
員会にて審議していただきます。審議の結果，
一般詳細基準として認められた場合，高圧ガス
保安協会が報告を受けて，経済産業省により「容
器保安規則の機能性基準の運用について」の別
表に記載され，例示基準となり，これに適合して

製作された水素容器などは合格となる仕組みで
す。
　燃料電池電車に搭載する水素容器やその附属
品については，鉄道総研が中心となり，技術指
針を作成し，2025年４月にこれを一般詳細基
準として認めていただけました。

国際規格の開発状況
　前述のように，日本国内では，燃料電池電車
の営業線走行に向けて，法規制の見直しが進ん
でいますが，世界的にみると，ドイツのハンブ
ルク近郊の路線ではアルストム社製のiLintが
2022年から運行をすでに開始し，世界初の燃
料電池電車による営業運転となっています。今
後も欧州や北米など複数の地域で営業運転が開
始される見込みです。
　このような背景のもと，燃料電池電車に関す
る国際規格の策定が進められています。図9に

高圧ガス保安協会，
「詳細基準事前評価の概要図」3）
を元に筆者作成

高圧ガス保安法関係規則等
一般高圧ガス保安規則，容器保安規則 等

● 容器又は附属品の製造 など
⇒ 高圧ガス設備等に係る基準

機能性基準への適合性評価

例示基準を適用

例示基準による場合例示基準によらない場合

詳細基準事前評価申請

事前評価委員会での評価

評価書発行

詳細基準を適用

技術指針
（業界基準）

例示基準

高圧ガス容器規格検討委員会

図8　鉄道車両用水素容器の基準
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燃料電池電車に関連する国際規格の関連図を示
します。
　これらの国際規格の策定には，日本の技術者
がエキスパートとして多数参加し，日本の主張
が取り入れられるように議論が行われました。
　国際的に合意された初の技術基準が定められ
ることで，まずは，技術面でのよりどころがで
き，普及につながっていくことが期待されます。

おわりに
　もともと鉄道システムは，環境に優しい乗り
物と言われてきておりますが，2050年のカー
ボンニュートラルに向けては，さまざまな方策
や新たな車両の導入が必要です。特に水素エネ
ルギーを活用したCO2削減，省メンテナンス
化は，持続可能な鉄道のためには必須の技術と
考えられています。水素を安全に車両に搭載す
るためには，技術的な開発はもちろんのこと，

法規制の見直しや技術基準の策定など制度の整
備なども必要です。ここでは，燃料電池電車の
営業線運転に向け，高圧ガス保安法関連の見直
しなどに関する最新の情報を概説いたしました。
また，国際規格の動向についても，簡単に述べ
ました。
　法規制や国際規格については，技術開発に合
わせてブラッシュアップを進める必要があるた
め，今後も，鉄道業界をあげて，対応していか
なければならないと考えています。
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■2025年5・6月号の訂正とお詫び

RRR誌2025年5・6月号に誤植がございました。ここに訂正してお詫び申し上げます。

頁 箇所 訂正内容

7 右段
4行目

誤 令の改正等が施行されました（図7）。

正 令の改正等が施行されました（図7左）。
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